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議案第８号

職員の人事について承認を求める件

職員の人事については、急を要したので秋田市教育委員会教育長に対す

る事務委任等に関する規則（昭和31年秋田市教委規則第５号）第４条の規

定に基づき、別紙のとおり、教育長が臨時に代理して処理した。

定例会資料：議案第８号
令和３年５月２７日
教 育 委 員 会 総 務 課
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【別紙】

○ 令和３年５月１日付け（併任）

  課長級

発令内容（ 新しい所属・職 ） （ 現在の所属・職 ） 氏    名

 生涯学習室参事  子ども未来センター所長
 兼少年指導センター所長

伊　藤　和　則

　解除　課長級

発令内容（ 新しい所属・職 ） （ 現在の所属・職 ） 氏    名

 教育委員会職員併任を解く  生涯学習室参事 畑　山　淑　子

秋田市教育委員会人事異動に関する件（課長級以上）
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部　門 氏　名

1 学校教育 佐　藤　修　司

2 学校教育 毛　内　嘉　威

3 学校教育 武　田　　　篤

4 学校教育 林　　　良　雄

5 学校教育 高　野　誠一郎

6 学校教育 工　藤　　　隆

7 学校教育 山　脇　　　聡

8 学校教育 清　水　隆　成

9 社会教育 原　　　義　彦

10 社会教育 椙　本　歩　美

11 社会教育 山　﨑　　　純

12 社会教育 三　浦　研　二

13 社会教育 乙　供　美　香

第４次秋田市教育ビジョンの策定について

所属団体および役職

ＮＰＯ法人子育て応援Ｓｅｅｄ理事長

社会教育委員議長

秋田市生涯学習奨励員

定例会資料：協議事項(3)
令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ７ 日

教 育 委 員 会 総 務 課

秋田市中学校校長会会長
秋田市立泉中学校長

秋田公立美術大学特任教授
前秋田市立秋田商業高等学校長

秋田市ＰＴＡ連合会会長

秋田大学大学院教育学研究科教授
秋田市社会教育委員

国際教養大学国際教養学部
基盤教育社会科学准教授

秋田大学教育文化学部長
秋田大学大学院教育学研究科教授

秋田公立美術大学副学長
秋田公立美術大学教授

秋田大学大学院教育学研究科教授

秋田大学教育文化学部副学部長
秋田大学教育文化学部教授

秋田市小学校校長会会長
秋田市立日新小学校長
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目指す
姿

目　標 施策の方向性

１　豊かな人間性の育成

２　確かな学力の育成

３　健やかな心と体の育成

４　今日的な課題に対応した教育の充実

５　教育の質を高める体制の充実

６　高等学校教育の充実

１　良好な学校教育環境の整備

２　安全安心な学校教育環境の整備

１　学習機会の充実

２　学習支援体制の充実

３　学習成果の活用支援

４　地域コミュニティづくりの推進

５　読書活動の推進

第４次秋田市教育ビジョン体系図（案）

郷
土
あ
き
た
の
未
来
を
ひ
ら
く
「
自
立
と
共
生
」
の
人
づ
く
り

【目標２】
将来にわたり安全安心で快
適な学校教育環境の整備

【目標３】
生涯を通じて個性と能力を
発揮できる社会教育の充実

【目標１】
志を持ち「徳・知・体」の
調和がとれた子どもをはぐ
くむ学校教育の充実
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令和４年度使用秋田市立中学校教科用図書社会（歴史的分野）の採択について

１ 令和３年度に採択を実施する経緯

教科書は、通常、４年サイクルで編集、検定、採択、使用されるが、令和２年度

に、自由社の「新しい教科書」が文部科学大臣の検定を経て合格し、令和３年度に

採択替えを行うことが可能となったことから、今年度、改めて中学校歴史の種目に

ついて採択を行うものである。

中学校教科書の検定・採択の周期

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
種別

年度

中学校（各種目） 検定 使用開始 検定採択

中学校 社会歴史 検定 使用開始 検定（ ） 採択

２ 教科用図書採択地区協議会の設置

都道府県教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれら

の区域を併せた地域に、教科用図書採択地区を設定しなければならない。

（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第12条）

－本県における採択地区－

(1) 鹿角地区 （鹿角市、小坂町）

(2) 大館・北秋田地区 （大館市、北秋田市、上小阿仁村）

(3) 能代・山本地区 （能代市、藤里町、三種町、八峰町）

(4) 男鹿・潟上・南秋田地区 （男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、

井川町、大潟村）

(5) 秋田地区 （秋田市）

(6) 由利本荘・にかほ地区 （由利本荘市、にかほ市）

(7) 大仙・仙北地区 （大仙市、仙北市、美郷町）

(8) 横手地区 （横手市）

(9) 湯沢・雄勝地区 （湯沢市、羽後町、東成瀬村）

※ 秋田市と横手市は、一市のみによる採択地区のため、採択地区協議会は不要

定例会資料：協議(4)
令和３年５月２７日
学 校 教 育 課
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３ 採択の手続き

（１）小・中学校について

教育委員会 ･････ 秋田市教育委員会は 「選定委員会」を設置し、、

教科書採択について諮問する。

①諮問

④答申

選定委員会 ･･･ 有識者や教員、保護者代表など

②委嘱 「選定委員会」は、専門的な調査・研究を

③報告 行うために、調査員を置く。

調 査 員 ･･････ 指導主事、教科の指導に詳しい教員など

※選定資料については、本市で新たに作成する自由社の選定資料と令和２年度に

本市で作成した東京書籍の選定資料を活用して採択する。

（２）市立高等学校・美大附について

・校内委員会で採択（案）を作成→教育委員会７月定例会で採択

４ 秋田市小・中学校教科用図書選定委員会の構成

選定委員の構成は次のとおり

（１）学識経験者（大学教授） １名

（２）学校関係者（校長） ２名

（３）保護者 １名

（４）教育委員会事務局職員 １名 計５名

５ 秋田市小・中学校教科用図書選定委員会調査員の構成

調査員の構成は次のとおり

（１）学校の教員 １名

（２）教育委員会事務局職員 １名 計２名

６ 事務局

秋田市教育委員会学校教育課 課 長 長谷山 庫 之

課長補佐 鈴 木 公 平

主席主査 佐 藤 貴 之
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７ 令和４年度使用秋田市立中学校教科用図書社会（歴史的分野）の採択の流れ(案)

月 教 育 委 員 会 選 定 委 員 会 調 査 員

・秋田市小・中学校教科

５ 用図書選定委員会設置

要綱の作成

・選定委員会の設置

月 （各委員への依頼）

・教育委員会定例会5/27

（要綱、委員の承認）

第１回選定委員会 第１回調査員の会

６月２日(水)11:00～ ６月３日(木)

【 】６ 【５－Ａ】 15:30～ 研究所

・会長、副会長の選任 ・調査研究

・教育長が、教科書の調査

月 研究および選定について 第２回調査員の会

諮問 ６月２２日（火）

【 】・教科書採択の流れ、調査 15:30～ 研究所

研究の基準等の確認 ・調査研究報告書の

確認

第２回選定委員会

７月７日（水）11:00～

【 】５－Ａ

７

調査研究報告書をもとに、調査員が説明する

月 ・教科書の比較検討

・選定理由の確認

７月 日( )選定委員会会長から教育長へ答申

・令和４年度使用中学校

用教科用図書を採択

（７月定例会※29日の予定）

・県教委に採択した教科

（ ）書を報告 ７月末予定

８ 令和４年度使用中学校教科用図書

※別紙 教科書目録参照
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令和３年度秋田市小･中学校教科用図書選定委員会要綱

（設置）

第１条 秋田市立中学校（以下「学校」という ）において使用する「社。

会科（歴史的分野 」に係る令和４年度中学校教科用図書（以下「教科）

書」という ）に関して調査研究することにより、教育委員会が行う教。

科書採択の適正な実施を図るため、秋田市小・中学校教科用図書選定委

員会（以下「委員会」という ）を置く。。

（任務）

第２条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、教科書について調査研究す

るとともに、採択することが望ましい教科書を選定し、その結果を教育

委員会に答申するものとする。

（組織）

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験者、学校関係者、保護者および教育委員会事務局職

員のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

３ 委員は、令和３年８月31日をもって解任されるものとする。

（会長および副会長）

第４条 委員会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれらを定

める。

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

、 、 、 。３ 副会長は 会長を補佐し 会長が不在のときは その職務を代理する

（会議）

第５条 委員会の会議は、会長（最初の会議については、教育長）が招集

する。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな

い。

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。

（委員の責任）

第６条 委員は、委員会の任務を達成するため、公正に調査研究および審

議に当たるとともに、その任務に際し、知り得た秘密を保持しなければ

ならない。
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（調査員）

第７条 教科書について専門的な調査研究を行わせるため、調査員若干名

を置く。

２ 調査員は、学校の教員および教育委員会事務局職員のうちから教育委

員会が任命する。

３ 調査員は、教科書についての調査研究が終了したときは、その結果を

委員会に報告しなければならない。

４ 調査員は、前項の報告が終了したときは、解任されるものとする。

（欠格事項）

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員および調査員となるこ

とができない。

(1) 教科書、教師用指導書等の著作者又は著作に協力した者

(2) 配偶者および三親等内の親族が教科書発行者の役員又は従業員であ

る者

(3) 教科書発行者から金品等を収受したことのある者

(4) 採択年度を含む過去５年度間に教科書発行者が主催する会議や研修

会に参加した者

（委員会の設置期間）

第９条 委員会を置く期間は、委員が委嘱又は任命される日から令和３年

８月31日までとする。

（事務局）

第10条 委員会の事務を処理するため、学校教育課に事務局を置く。

（委任）

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は

別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年５月21日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和３年８月31日限り、その効力を失う。
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令和３年度の教育委員会事務の点検・評価について

１ 趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２６条第１項の規定に基づき、教育委員会の所管する事務の管理および執行の

状況について点検・評価を行い、その結果を報告書にまとめ議会に提出すると

ともに、公表するもの。

２ 実施方針

点検・評価の対象とする施策・事業については、教育ビジョンの体系に基づ

き選定された、前年度の主要な事務事業とする。

(1) 対象事業の選定

昨年度の教育委員会４月定例会において議決された「令和２年度秋田市の

教育について」中の「令和２年度の主要な施策・事業」を選定する。

(2) 評価シートの構成（別紙様式参照）

①「実績および成果（自己評価 」）

②「今後の課題と対応（当該年度以降の取組 」）

③「方向性」

④「学識経験者の意見等 （当該年度にいただいた意見等）」

３ 点検・評価アドバイザー（学識経験者 （案））

・佐藤修司 秋田大学大学院教育学研究科 教授【継続】

・原 義彦 秋田大学大学院教育学研究科 教授【継続】

４ 主な作業スケジュール

５月２７日 教育委員会５月定例会：実施方針の協議

７月上旬 教育委員へ事務局案の提示、意見募集依頼

７月下旬 教育委員会７月定例会：事務局案についての意見聴取

８月下旬 教育委員会８月定例会：最終案の提示

学識経験者から意見聴取（～９月上旬）

９月下旬 教育委員会９月定例会：点検・評価報告書議決

市議会に報告（机上配布）

定例会資料：報告(1)
令和３年５月２７日
総 務 課
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令和３年度 教育委員会事務の点検・評価報告書 様式（案）

志を持ち「徳・知・体」の調和がとれた子どもをはぐくむ学校教育の充実目標１

確かな学力の育成施策の方向性２
学習指導の充実施策１

施策・事業 内 容 方向性
実績および成果 今後の課題と対応
（自己評価） （令和３年度以降の取組）

（記載例） （記載例）小・中学校情報 教育の情報化を推進するため、小

小学校において○○台、中学校に 学校における情報機器の適切な教育環境の整備 ・中学校の教育情報ネットワークシ
（記載例）（学事課） ステムおよび情報機器などのＩＣＴ おいて○○台のパソコンを更新し、 維持管理を行うため、小学校にお

情報機器の適切な維持管理に努め いて○○台、中学校において○○ 拡 大環境を整備する。

た。 台のパソコンを更新する。

【学識経験者の意見等】

※本事業については、令和元年度の点検・評価報告書において、学

識経験者の意見として「ＩＣＴ活用のために、設備の継続的な整備

が必要である」との意見をいただいており、それを踏まえた記載内

容とする。

※方向性については、拡大・見直し・継続・縮小・終了から選択す

ることとする。
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白紙


